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2025年 12月 11日 

お客様各位 

株式会社ミロク情報サービス 

 

かんたんクラウド給与における 

令和 7年分 年末調整計算のやり直し手順について 

 

拝啓 日頃よりMJSのシステムをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

Edge Tracker 年末調整申告の不具合に伴う、配偶者特別控除額の再計算の手順についてご案内します。 

敬具 

記 

 

以下の手順で対象の配偶者を確認し、年末調整計算をやり直して正しい配偶者特別控除額を適用し

てください。 

以下の手順にて確認および再年調関連作業を行ってください。 

① 対象の配偶者を確認する方法 

かんたんクラウド給与の『年調データ入力』で、「入力検証」を実行してください。 

次の警告メッセージ（No.201）が表示されている配偶者は、0 円で連携されている可能性があ

ります。 

上記メッセージについて、既に配偶者区分や配偶者の合計所得を確認・修正済みの場合は問題

ありませんので、②以降の作業は不要です。 

 

【年末調整計算は行ったが、過不足税額の還付・徴収をまだ行っていないため、再計算可能な場合】 

② ①の配偶者について、Edge Tracker年末調整申告で配偶者の合計所得金額を確認します。 
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③ 『年調データ入力』の「配偶者の合計所得」に、②で確認した Edge Tracker年末調整申告の配

偶者の合計所得金額を入力してください。 

 

④ 更新することで、正しい年調年税額や過不足税額、還付・徴収税額が再計算されます。 

 

【すでに過不足税額の還付・徴収済で、通常の年末調整計算をやり直せない場合】 

② ①の配偶者について、Edge Tracker年末調整申告で配偶者の合計所得金額を確認します。 

③ 『年調データ入力』の「差引超過額又は不足額」を確認します。 
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④ 『その他 ＞ データ関係 ＞ バックアップ』で、現在のデータのバックアップを取得します。 

※かんたんクラウドのバックアップ・リストアについては、バージョンアップ時にバックアッ

プデータが削除されますのでご注意ください。④～⑨の手順につきましては、かんたんクラウ

ドのバージョンアップの前後には実施しないでください。 

かんたんクラウドの直近のバージョンアップ予定は、2025年 12月 13日 00:00となります。 

 

⑤ 『給与賞与確定』で、年調回の明細書（単独年調の場合は「単独年調」）を確定解除します。 

※画面は給与年調（給与 12月の確定解除）の場合 
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⑥ 『年調データ入力』の「配偶者の合計所得」に、②で確認した Edge Tracker年末調整申告の配

偶者の合計所得金額を入力してください。 

 

⑦ 更新することにより年調計算が行われ、正しい年調年税額や過不足税額、還付・徴収税額が算

出されます。 

 

⑧ ③と⑦の「差引超過額又は不足額」の差額を確認します。 

⑨ 『その他 ＞ データ関係 ＞リストア』で、④のバックアップ時の状態に戻します。 
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⑩ ⑧で確認した差額を、翌年データの 1月の『給与明細書入力』の控除 1～10のいずれか（単独

年調の場合は「過不足額」欄）に入力して精算してください。 

※明細書に控除 1～10が表示されていない場合は、『登録 ＞ 会社 ＞ 明細書設定』で使用す

る項目にチェックを付け、「年調還付徴収」などの名称に変更して使用してください。 

（画面は「控除 10」欄を「年調還付徴収」の名称に変更して入力する場合） 

 

ご不明な点がございましたら、会計事務所様におかれましては、MJS担当支社にご連絡ください。 

企業様・顧問先企業様におかれましては、顧問会計事務所様にお問い合わせください。 

 

以上 


